
 

お忘れ物及び落とし物についてのご案内 

 

当院の施設内及び敷地内でのお忘れもの及び落とし物は、原則として院内 

又は警察署にて３か月間保管した上で、保管期間経過後に処分させていただ 

きます。ただし、飲食物、廃棄物並びに衛生管理、温度管理及びその他の理 

由により保管が困難なものについては、即日廃棄とさせていただきます。 

 

お忘れ物及び落とし物について心当たりのある方は、当院１階フロントへ 

お問い合わせください。 

 

お問い合わせ先電話番号：０２７－322－2243  

お問い合わせ時間   ：8：00～17：00（日・祝日を除く） 

            8：00～12：00（水曜日） 

 

産科婦人科舘出張佐藤病院 

令和 4年 11月 1日作成 


